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施 政 方 針から

の保全にも取り組んでいます。地域脱炭素は、さま
ざまな分野に関わるテーマであり、たとえ一人一人
の二酸化炭素を削減する取り組みが小さくてもその
取り組みを重ね、発展させていくことが地域脱炭素
社会の実現への道を開きます。

　時代が変化する過程で、所有者自らが山、田畑、
商業地を何とかしたいと真剣に考え始めたことによ
りさまざまな土地の課題が浮かび上がってきまし
た。山林については、令和元年度の芸濃地域を皮切
りに進めてきた経営管理意向調査が、令和５年度に
全地域に至る中、経営管理権を設定した森林におい
ては間伐などの森林整備を進めています。農地につ
いては、人と農地の問題解決に向けて地域で策定・
実行されてきた「人・農地プラン」の策定が令和５
年度から法定化され、目指すべき将来の農地利用の
姿を明確化する「地域計画」を定めることとなりま
した。商業地については、大門・丸之内地区におい
て新たな土地利用の在り方を含めて土地の所有者の
意向を伺う段階となっています。

　デジタル技術を社会に浸透させて、市民生活をあ
らゆる面でより良い方向に変化させる可能性を持つ
ＤＸ。津市は、３月までに112の手続等をオンライ
ンでできるようにするなど自治体ＤＸを推し進めて
います。市民サービスの提供における申請、受け付

けなどのオンライン化やＡＩ、ＲＰＡ等による事務
処理の効率化を図る自治体ＤＸにとどまることな
く、あらゆる分野や場面において、デジタル技術に
よる市民の利便性の拡大を図り、昨年実施したプレ
ミアム付デジタル商品券の発行のような民間側と行
政側の両面の価値観の変化を意識した施策の展開に
よって相乗効果を生むことが、地域ＤＸの実現につ
ながるものと考えます。

　合併直後983億円に上っていた臨時財政対策債、
減収補てん債(特例分)を除く市債借入残高を令和３
年度決算で567億円まで削減しました。産業・ス
ポーツセンターの整備をはじめとする大型プロジェ
クトの実現において、元利償還金の７割が交付税措
置される有利な借り入れである合併特例事業債を発
行可能額710億円に対して、令和３年度決算までに
647億円発行しましたが、そのうち271億円は既に
償還しました。合併特例事業債の償還額は、令和５
年度にピークを迎えますが、このピークを乗り切る
ために減債基金を積み増し償還に充てるなど財政の
安定化を図るとともに、新設された大規模雨水処理
施設整備事業補助や踏切道改良計画事業補助などの
国の補助金の獲得にも積極的に動くなど、他の財源
を確保して事業を展開する方策も講じてまいりまし
た。
　これからも、市民の生活の利便性の向上と経済発
展の基盤となる公共投資を安定的に続けるために、
あらゆる術を活用して財源確保に努め、バランスの
とれた財政運営を堅持してまいります。

　厳しい社会情勢にもしっかりと対応する、人の流
れや地域経済を次の段階に推し進める、あらゆる分
野においてこどもを社会の中心に据えた施策を重ね
ていく、未来への責任を果たす、これらが津市の未
来をつくりあげていく上で重要なカギとなります。
　未来にあるべき津市の姿、「市民の皆さまがそれ
ぞれの幸せを実感し、心豊かで笑顔あふれる人生を
送ることができるまち」の実現に向けて志高く市役
所一丸となって取り組んでまいります。
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　少子高齢化が進展し、人口減少に歯止めがかから
ない中、津市はこれまでもこどものための施策に取
り組んでまいりました。昭和48年に旧津市が創設
し今なお県内で津市だけが実施している妊産婦医療
費助成制度は、現在のように人口減少が課題として
広く認識されていない中、乳幼児や障がい者などを
対象として行っていた医療費助成の対象を拡大し、
妊産婦の保健の向上に寄与することを目的に創設し
た制度であり、こどもまんなか社会に向けた極めて
先行的な取り組みです。
　近年は、出会い応援事業や不妊治療の保険適用に
伴う新たな特定不妊治療費助成など、さらに一歩踏
み込んだ施策も展開してまいりました。また、保育
所等の定員拡大や認定こども園の設置等による待機
児童ゼロの維持、放課後児童クラブの整備やその運
営補助の増額など子育てしやすい環境づくりを深化
させてきました。
　コロナ禍や物価高騰においても、こどもや安心し
て子育てできる環境のことを考え、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大に対しては、臨時休業措置等
の状況に応じた家計特別支援金の給付や給食費３カ
月分相当を給付する支援などを実施してきました。
物価高騰に対しては、０～18歳の児童１人当たり
１万2,000円を給付する子育て家庭物価高騰対策支
援金の給付などに取り組んでまいりました。引き続
き、保育所や小中学校等の給食物価高騰対策を講じ
てまいります。

　国が昨年実施を決定した出産・子育て応援給付金
は、いち早くお届けすることを最優先に当面は現金
給付を継続するとともに、妊婦・子育て家庭に寄り
添う伴走型相談支援を着実に進めてまいります。ま
た、高茶屋地区において令和７年の開園を予定して
いる民間の認定こども園の施設整備への支援、とこ
とめの里一志に移転する一志放課後児童クラブの整
備などを行い、子育て環境のさらなる充実を図って
まいります。小中学校の校舎の長寿命化については、

年３校の改修を実施してきましたが、令和５年度は
２校の改修工事に加え５校の改修工事に向けた実施
設計を行い、こどもが安心して学習できる環境づく
りを加速化してまいります。

　４月からは国のこども家庭庁も動き出し、こども
のための政策が総合的に推進されることになりま
す。津市においてもこれまでとは違うフェーズの施
策を展開し、こども政策の充実を図り、設置が努力
義務化された「こども家庭センター」の開設に向け
た調査研究も進める必要があることから、子育て推
進課子育て推進担当を同課こども・子育て政策担当
に改編いたします。地域の実情に応じたこども・子
育て施策を推進するためには、多様な分野での視
点、取り組みが求められます。あらゆる部局におい
て常にこどもの未来を見据え施策の立案を行ってい
くことが、これからのスタンダードになります。
　昨年５月に人口減少対策会議を設置し、出生率や
都市の魅力の向上に資する新たな取り組みについて
さまざまなアイデアを基に、事業化に向けた検討を
進めています。さらに協議・検討を深め、一つ一つ
を具現化してまいります。

　昨年８月に地域脱炭素宣言を行い、非常に多くの
反響をいただき、さまざまな民間企業や団体から地
域脱炭素への具体的なアイデアや取り組みなどの提
案をいただいております。賛同のご意思を寄せてく
ださった民間企業等とのパートナーシップ協定を締
結し、ペットボトルの水平リサイクル(ＢtoＢ)や羽
毛製品のリサイクルの推進など既に具体的なアク
ションを展開しています。
　令和元年に国が二酸化炭素の削減などの多面的機
能を有する森林の適正な管理を促進する新たな森林
経営管理制度を創設しました。津市はその創設と同
時に未整備の人工林解消に向けた事業をスタートさ
せ、全国トップクラスの速さで事業を進めていま
す。令和３年度からは５ヘクタール未満の小規模森
林の間伐や植栽を支援する小規模森林整備促進事業
を開始しました。加えて、地域産材を使用して市内
に新たに個人住宅を建築する人を支援する木材利用
促進事業にも取り組み、地域産材の需要拡大や利用
促進を図るなど、国から配分される森林環境譲与税
をほぼ全額活用し、国土と環境を守り育む森林資源
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